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６
月
26
日
、
警
視
庁
は
東
京
全
体
で
１
２

１
ヶ
所
の
交
番
を
削
減
す
る
統
廃
合
計
画
案

を
発
表
し
ま
し
た
。

新
宿
区
内
で
は
、
現
在
45
ヵ
所
の
う
ち
５
ヶ

所
の
交
番
が
廃
止
の
対
象
で
す
。
な
ん
と
そ

の
う
ち
３
ヶ
所
が
牛
込
警
察
内
の
戸
山
町
、

弁
天
町
、
矢
来
町
交
番
な
の
で
す
。

空
き
交
番
を
な
く
す
、
と
言
う
が
…

小
泉
首
相
が
「
空
き
交
番
を
な
く
す
」
と

公
約
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
員
を
増
や
さ

ず
、
24
時
間
体
制
の
交
番
に
す
る
か
ら
と
、

交
番
を
無
く
す
の
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
で
本
当
に
街
の
安
全
が
守
れ
る
と
言
う

の
で
し
ょ
う

か
。大

山
都
議

と
区
議
団
は

７
月
10

日
に

は
警
視
庁
へ
、
７
月
28
日
に
は
牛
込
警
察
へ

交
番
を
存
続
す
る
よ
う
申
し
入
れ
・
要
望
し

て
き
ま
し
た
。
牛
込
警
察
で
は
、
地
域
住
民

の
皆
さ
ん
か
ら
廃
止
に
反
対
す
る
声
を
多
数

受
け
、
警
視
庁
に
掛
け
合
い
「
交
番
の
建
物

は
存
続
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
用
途
を

変
更
し
交
番
と
し
て
は
残
さ
な
い
方
針
に
な
っ

た
」
と
聞
き
ま
し
た
。

以
前
、
こ
の
３
ヶ
所
の
交
番
は
「
空
き
交

番
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
地
域
か

ら
の
繰
り
返
し
の
要
望
で
、
よ
う
や
く
警
察

官
Ｏ
Ｂ
の
２
人
体
制
に
な
っ
た
ば
か
り
の
と

こ
ろ
で
す
。
「
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
？
」
と

い
う
の
が
住
民
の
率
直
な
気
持
ち
で
す
。

建
物
が
残
っ
て
も
、
『
交
番
』
と
い
う
看

板
や
赤
色
灯
が
外
さ
れ
て
は
、
“
抑
止
力
”

に
も
な
り
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
「
交
番
と
し

て
存
続
を
」
の
声
を
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

交
番
を
廃
止
す
る
基
準
と
し
て

●
犯
罪
件
数
が
少
な
い
、
●
交
通
事
故
や
一
一
〇
番
が

少
な
い
、
●
交
番
通
し
の
距
離
が
近
い
な
ど
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

▼
皆
さ
ん
は
納
得
で
き
ま
す
か
？--子どもも高齢者も輝く新宿へ--

こんにちは
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近藤なつ子です

↑矢来町交番

＜管轄区域＞

・矢来町１番～１６２番

←弁天町交番

＜管轄区域＞

・弁天町１番～１７８番

・南榎町１番～７８番

←戸山町交番

＜管轄区域＞

・戸山２丁目１番～３５番

・戸山３丁目１番～２０番

区議団５人と大山都議と警視庁に

申し入れ（写真中央：近藤区議）

戸
山
町
、
弁
天
町
、
矢
来
町
の
３
ヶ
所
の
交
番
が

「
交
番
」
で
な
く
な
る
？

近藤なつ子事務所の

くらし・法律相談
８月は休み、９月１２日(火)
午後７時～８時の予定

ところ 近藤なつ子事務所
お問合せは：℡ 5273-3551 または090-4849-3227

※事前に必ず

ご予約ください。

◇その他

いつでもお気軽に

ご相談ください。

無料

牛込警察管内11ヶ所の交番のうち

３ヶ所もなぜ廃止しなければなら

ないのでしょうか？

交番として存続させましょう！

地図は新宿区新聞(7/15)より

犯罪から

子どもたち

を守れる街

でいたいで

すよね！
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地震に強い住宅を。区が耐震補強工事等についに助成を開始！

▼詳しいことは区役所

「建築課建築防災係」

直通５２７３－３７４５まで

また、助成要件・手続き等は

必ず事前にご相談ください。

日本共産党区議団は、この間の地震災害から生命や財産を守るため、

個人住宅の耐震補強工事に助成するよう、区民・関係者のみなさんと協

力し繰返し求めてきました。これまで「自己責任で」としてきた区が、

工事費等にも助成することは画期的な前進です。ぜひ、ご活用ください。

７
月
20
日
よ
り
ス
タ
ー
ト
！
昭
和
56
年
以
前
の
旧
耐
震
基
準
（
２
階
建
て
以
下
）

木
造
建
築
物
耐
震
支
援
事
業
が
拡
大
！

簡易な耐震診断や耐震相談を行う民間

の専門技術者を無料で派遣。

申し込みは7/20（木）～

ステップ１の結果、耐震補強が必要とな

り、区に登録した「耐震診断登録員」と直

接契約して、耐震詳細診断を実施し補強計

画を作成する場合、15万円を限度に助成。

＊工事実施を前提にしない場合も可能。

申し込みは7/20(木)～

ステップ２の「計画」に基づき、耐震補強工事を行う

場合、費用の一部を助成します。(所得金額の合計が800

万円以下の世帯)

Ａ：住民税非課税世帯と高危険度地域(※１)の方は、費

用の４分の３(300万円限度)を区が助成。

Ｂ：高齢者・障害者世帯は４分の２(200万円限度)を助成。

Ｃ：Ａ、Ｂ以外は４分の１(100万円限度)を助成。

助成の募集期間は8/10(木)～25(金)[多数の場合は抽選]

※１→馬場下町、喜久井町、原町１～３丁目、早稲田町、

早稲田南町、弁天町、南榎町、矢来町などの地域です。

ステップ１ 無料の予備診断

ステップ２

ステップ３

詳細診断・補強計画へ助成

耐震補強工事へ助成

←04年11月にあっ

た新潟県中越大地

震で被害にあった

家です。

こうなる前に、

対策を！


